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ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い

ま
ち
づ
く
り
推
進

部
市
民
協
働
課（
地
域
づ
く
り
推

進
係
）　

☎
０
２
２
０（
２
２
）

 

２
１
７
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市
は
、地
震
に
よ
り
被
災
し
た

農
地
、農
業
用
施
設
の
復
旧
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
。

農
地
、農
業
用
か
ん
が

い
排
水
等
施
設
を
所
有
、管
理
し

て
い
る
個
人
な
ど

復
旧
費
に
対
し
て
、20

〜
50
％
の
範
囲
で
申
請
者
の
負
担

金
が
必
要
と
な
り
ま
す

６
月
15
日（
水
）産

業

経
済
部
農
林
振
興
課（
農
地
整
備

係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）

 

２
７
０
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大
麻
や
一
部
の
ケ
シ
は
、法
律

で
栽
培
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

ケ
シ
は
、春
か
ら
夏
に
か
け
て
色

鮮
や
か
で
美
し
い
大
き
な
花
を
咲

か
せ
る
も
の
が
多
く
、ガ
ー
デ
ニ

ン
グ
や
切
り
花
用
の
植
物
と
し
て

人
気
が
あ
り
ま
す
。し
か
し
、植
え

て
は
い
け
な
い
ケ
シ
に
は
、園
芸

用
の
も
の
と
外
観
が
似
て
い
る
品

種
が
あ
る
た
め
注
意
が
必
要
で

す
。不
正
栽
培
、ま
た
は
自
生
し
て

い
る
大
麻
・
ケ
シ
を
発
見
し
た
と

き
は
、保
健
所
や
警
察
署
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。石

巻
保
健
所
登
米

支
所（
食
品
薬
事
班
）
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０
２
２
０（
２
２
）
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１
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ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
は
樹
木

の
葉
を
食
害
し
、洗
濯
物
や
建
物

に
付
着
す
る
な
ど
問
題
を
起
こ
す

不
快
害
虫
で
す
。発
生
し
た
場
合

は
、樹
木
所
有
者
が
責
任
を
持
っ

て
駆
除
処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

年
２
回（
例
年
６
月

中
旬
〜
７
月
中
旬
、８
月
中
旬
〜

９
月
中
旬
）

行
政

区
な
ど
で
地
域
共
同
駆
除
を
す
る

場
合
、無
料
で
高
枝
切
り
ば
さ
み

や
動
力
噴
霧
器
な
ど
を
貸
し
出
し

て
い
ま
す
。ま
た
、高
枝
切
り
ば
さ

み
は
、個
人
・
事
業
所
へ
も
貸
し
出

し
て
い
ま
す

※
駆
除
用
機
器
は
、各
総
合
支
所

に
備
え
付
け
て
い
ま
す
の
で
、市

民
課
窓
口
へ
申
請
く
だ
さ
い

市
民
生
活
部
環
境

課（
生
活
環
境
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
３

登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています。

☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

　

市
は
、市
民
活
動
総
合
補
償
制

度
を
設
け
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、市

民
活
動
団
体
や
自
治
会
、市
が
関

与
し
な
い
市
民
活
動
を
し
て
い

る
人
な
ど
が
、無
報
酬
で
の
公
益

的
な
活
動
中
に
け
が
を
し
た
り
、

誤
っ
て
第
三
者
を
負
傷
さ
せ
た
り

し
た
場
合
な
ど
の
不
慮
の
事
故
を

救
済
す
る
制
度
で
す
。保
険
料
は

市
が
負
担
し
、保
険
会
社
と
契
約

し
ま
す
。皆
さ
ん
が
加
入
の
手
続

き
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
内
を
拠
点
と
し

て
継
続
的
、自
発
的
な
市
民
活
動

に
よ
り
、公
益
的
な
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
て
い
る
個
人
や
団
体

事
故
発
生
か
ら
30
日

以
内
に
、最
寄
り
の
総
合
支
所
市

民
課
ま
た
は
事
業
担
当
課
へ
、事

故
報
告
書
に
概
要
が
わ
か
る
資
料

を
添
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い

※
補
償
内
容
な
ど
は
市
公
式
ホ
ー

㊐

◉

☎

㊎

㊏

◉

➊ ➋ ☎

㊐

◉

☎

㊍

◉

☎

　

保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
ま
ま
、

障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事

態
が
発
生
す
る
と
、障
害
基
礎
年

金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

に
は
、「
保
険
料
免
除
制
度
」や「
納

付
猶
予
制
度（
50
歳
未
満
）」が
あ

り
ま
す
の
で
、市
役
所
各
総
合
支

所
市
民
課
国
民
年
金
窓
口
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

令
和
４
年
度
分（
令
和
４
年
７

月
分
か
ら
令
和
５
年
６
月
分
ま

で
）の
免
除
な
ど
は
７
月
１
日
か

ら
受
け
付
け
ま
す
。申
請
は
申
請

日
か
ら
２
年
１
カ
月
前
の
月
分
ま

で
さ
か
の
ぼ
れ
ま
す
。ま
た
、日
本

年
金
機
構
で
は
、国
民
年
金
制
度
の

内
容
や
メ
リ
ッ
ト
、保
険
料
の
納
付

方
法
な
ど
を
説
明
し
た
動
画
を
ご

案
内
し
て
い
ま
す
。

▼
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

▼
市
民
生
活
部
国
保
年
金
課（
年

金
医
療
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
６
６

　
　市は、子ども・子育て支援の推進に関する基本理念や
市が取り組むべき施策の基本事項を定めることによっ
て、子ども・子育て支援を総合的かつ計画的に推進し、全
ての子どもが健やかに育つことのできる地域社会の実
現を図ることを目的とした条例制定を進めるに当たり、
条例案に対する意見を募集しています。

５月27日（金）

▶（仮称）登米市子ども・子育て基本条例（案）
▶（仮称）登米市子ども・子育て基本条例（案）逐条解説

福祉事務所子育て支援課（南方庁舎１階）、市公式ホーム
ページ、各総合支所、各公民館・ふれあいセンター、各児
童館、子育て支援センター

▶「条例（案）に対する意見」と記入の上、郵送、ファクシ
ミリ、電子メールまたは持参のいずれかの方法で提出し
てください（様式は自由）
▶住所、氏名（団体などの場合は、所在地、名称、代表者
名）、電話番号を必ず記入し提出してください
※電話での意見は受け付けていません

福祉事務所子育て支援課（子育て支援係）
〒987－0446 登米市南方町新高石浦130
0220（58）2375

死kosodateshien ＠city.tome.miyagi.jp

「登米市個人情報保護条例」に基づき適切に取り扱いま
す。また、意見の概要および意見に対する考え方を取り
まとめた上、後日市公式ホームページで公表します

福祉事務所子育て支援課（子育て支援係）
☎ 0220（58）5562

　

２
０
２
０
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
の
選

手
村
建
設
で
使
用
さ
れ
た「
登
米

市
産
森
林
認
証
材
」が
、エ
ン
ブ
レ

ム
を
焼
印
し
返
還
さ
れ
ま
し
た
。

認
証
木
材
を
未
来
に
引
き
継
ぐ
た

め
、活
用
ア
イ
デ
ィ
ア
を
広
く
募

集
し
ま
す
。

※
詳
細
は
、市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
く
だ
さ
い

応
募
用
紙（
市
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
）に
必
要
事
項
を
記
載
し
、郵
送

か
電
子
メ
ー
ル
で
応
募
く
だ
さ
い

※
応
募
は
１
人
２
点
ま
で
。自
作

で
未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す

６
月
30
日（
木
）

選
考
委
員
会
で
選
考

加
工
が
容
易
で

実
用
性
に
優
れ
た
も
の
、エ
ン
ブ

レ
ム
焼
印
な
ど
の
形
状
を
生
か
し

た
も
の
な
ど

産
業
経
済

部
農
林
振
興
課（
林
業
振
興
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
７
０
９

死norinshinko@
city.tom

e.
m
iyagi.jp

下田中53番地8 0220-23-8688


